
令和７年度 入札契約制度の改正・運用について 
 

 

香南市では、令和６年３月に第三者委員会である「香南市入札・契約制度検討委員会」より

提出された報告書により、香南市の入札契約制度の課題とされた内容及びその他見直しが必要

となった入札契約制度について、令和７年４月１日から下記のとおり制度・運用の見直しを実

施します。 

 

 

１ 香南市建設工事競争入札参加基準の改正 
 

  建設工事における各ランクの発注標準額並びに土木一式工事及び建築一式工事における

入札参加者の特例規定について見直しました。 

 

(１) 土木一式工事 

ア ＡランクとＢランクの境界となる発注標準額を１億円まで増額 

イ ＢランクとＣランクの境界となる発注標準額及びＢランク業者がＣランク工事に参加

できる特例規定の下限額をそれぞれ500万円増額 

ウ 入札参加の特例規定において、上位から下位ランクには参加できるが、下位から上位

ランクには参加できないよう規定 

エ Ａランク業者の特例規定にメリットが少なく、Ａランクの市内本店業者の育成につな

がらない入札参加基準となっていたため、Ｂランク業者と同様にＣランク工事まで参加

できるよう特例規定を追加 

オ 今後、災害復旧工事の施工実績を加点項目とした総合評価方式による競争入札実施の

可能性があることや、地域住民の生活への影響を考慮し、不調・不落をなるべく減らす

ため、災害復旧工事については、発注標準額に対応するランクとその上位の業者がすべ

て参加できるよう特例規定を追加 

業種 ランク 
令和７年４月以降 現行 

本則 特例規定 本則 特例規定 

土木一式 
Ａ 

１億円以上 

 

1,500万円以上 

1億円未満 

5,000万円以上 2,500万円以上 

5,000万円未満 

Ｂ 
3,000万円以上 

1億円未満 

1,500万円以上 

3,000万円未満 

2,500万円以上 

5,000万円未満 

1,000万円以上 

2,500万円未満 

Ｃ 
500万円以上 

3,000万円未満 

500万円未満 500万円以上 

2,500万円未満 

500万円未満 

Ｄ 
500万円未満 なし 500万円未満 1,000万円未満 

災害復旧

工事特例 

500万円未満はすべてのランク 

500万円以上1,500万円未満は

Ａ・Ｂ・Ｃランク 

なし 



 (２) 建築一式工事 

ア ＡランクとＢランクの境界となる発注標準額を１億円まで増額 

イ Ａランク業者がＤランク工事にも参加できるよう、特例規定を改正 

業種 ランク 
令和７年４月以降 現行 

本則 特例規定 本則 特例規定 

建築一式 
Ａ 

１億円以上 

 

1億円未満 5,000万円以上 

 

500万円以上 

5,000万円未満 

Ｂ 
3,000万円以上 

1億円未満 

3,000万円未満 3,000万円以上 

5,000万円未満 

3,000万円未満 

Ｃ 
500万円以上 

3,000万円未満 

500万円未満 500万円以上 

3,000万円未満 

500万円未満 

Ｄ 500万円未満 なし 500万円未満 なし 

 

(３) その他 

ア 500万円未満の水道施設工事にＡランク業者が参加できるよう改正 

イ 電気工事、管工事、水道施設工事、解体工事の発注標準額を4,000万円から4,500万円

に改正（建設業法施行令の改正により主任技術者等の専任が必要な重要な工事の金額が

変更となったことによるもの） 

ウ 上記工事のＡランクとＢランクの発注標準額に重なっている金額帯があり、分かりに

くい表記となっていたため他の発注標準額と同様の表記に改正 

業種 ランク 令和７年４月以降 現行 

電気・管・水道施設・解体 Ａ 4,500万円以上 500万円以上 

Ｂ 4,500万円未満 4,000万円未満 

 

 

２ 香南市建設工事共同企業体取扱要領の改正 
 

  香南市建設工事共同企業体取扱要領の改正により、１億円以上２億円未満の土木一式工事

等について、市内本店のＣランク業者が特定ＪＶの構成員として入札に参加できるようにな

ります。 

  これにより、この価格帯の工事の発注において、香南市契約等審議会で必要と認められた

場合は、市内本店Ｂランク業者と市内本店Ｃランク業者の特定ＪＶによる入札参加資格を設

定することが可能となりました。 

  上記対象工事とするかどうかについては、香南市契約等審議会で個別に判断し、発注時に

は、入札公告の入札参加資格要件に記載しますので、各工事の入札公告でご確認ください。 

 

 

 
上記１及び２による「市内本店」、「市内営業所」等の業者区分による発注時の入札参加

資格に関する運用については、別紙「建設工事業種別発注区分」でご確認下さい。 



３ 建設工事競争入札参加資格における市内本店業者及び市内営業所業者の認定基準の制定 
 

  香南市内に主たる営業所を置く「市内本店業者」と香南市外に主たる営業所を置き、香南

市内に従たる営業所を置く「市内営業所業者」の認定基準を令和７年２月に制定しました。 

  この基準の制定により、平成２９年度以降新規業者の追加がなかった「市内営業所業者」

の区分について、新規認定申請の受付を令和７年２月より開始しています。 

なお、令和６年度時点で「市内営業所業者」となっている業者についても、令和７年度以

降に「市内営業所業者」として入札に参加するには、改めて認定申請が必要となります。 

 

 

４ 香南市建設工事の予定価格に係る積算疑義申立手続に関する要綱の改正 
 

令和６年度まで工事においては、土木一式工事、水道施設工事のみを対象としていました

が、令和７年度からは、国・高知県の定める土木工事積算基準等により積算した土木工事で

競争入札（指名競争入札を含む）を行うものすべてを積算疑義申立制度の対象とします。200

万円以上の土木設計委託業務も引き続き積算疑義申立制度の対象です。 

また、令和７年度から開札後は、積算疑義の申立てに関する手続きが終了し、事後審査等

が開始するまで、落札候補者名は非公表とします。 

これは、落札候補者として公表された業者への配慮等により、他の入札参加者から疑義申

立書の提出が控えられることがないようにするためのものです。 

 

 

５ 設計変更における変更内容確認書類の電子化 
 

設計変更時の確認要求書及び変更通知書について、請負契約締結時に利用している電子契

約サービス「クラウドサイン」を利用し、オンライン上で通知・承認等が完了できるよう、

その手続について定めました。 

 

 

６ 現場代理人の兼務に関する基準額の変更について 
 

建設工事において現場代理人の兼務が認められる場合は、以下のとおりです。 

(１) 請負対象金額（税込。以下同じ。）4,500万円未満の災害復旧工事、がけ崩れ防止工事

（緊急応急工事を含む。以下「災害関係工事」という。）を複数受注した場合 

※ 災害関係工事以外の工事と兼務する場合でも、災害関係工事は複数件の受注を１件と

みなします。 

(２) 請負対象金額 200万円未満の工事を複数受注した場合 

(３) 施工中の工事と直接関連する別の工事を随意契約により受注した場合（香南市の発

注に工事に限ります） 

(４) 施工中の工事に隣接し、かつ関連性のある別の工事を受注した場合 

(５) 請負対象金額 4,500万円未満の工事を受注した場合（2件を限度とする） 

※他機関発注の工事も対象としますが、2件の工事の施工場所は、香南市内に限ります。 



以下は、前年度から運用が変わらないものですが、再度確認をお願いします。 

 

 

１ 週休２日制モデル工事の実施 
 

対象工事は原則 3,000 万円以上の土木系工事です。ただし、1,000 万円以上の工事におい

ても、発注時の特記仕様書に対象工事として記載している場合は対象となり、受注者の希望

により適用します。 

受注者が希望した案件については、その実施状況により施工後に補正した金額で変更契約

をすることとします。 
 

 

２ 電子契約の原則化 
 

建設工事及び測量建設コンサルタント等業務における契約締結は、電子契約とします。 

  ※電子契約サービスは「クラウドサイン」を利用 
 

 

３ 工事費内訳書への法定福利費の記載 
 
  建設工事の入札時に提出する工事費内訳書には「法定福利費」の記載が必要です。 

詳細及び法定福利費の記載欄がある工事費内訳書の様式については、香南市ウェブサイト

上に掲載しています。 
 

 

４ 建設工事に係る最低制限価格の算定方法 
 

「工事請負契約に係る低入札価格調査基準中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデル」

を活用し、最低制限価格を算定します。 

【最低制限価格の算定方法】 

※算定方法における「一般管理費」は、工事価格の有効桁が一万円単位となるよう調整した

金額です。ただし、「公共建築工事積算基準」により積算するものについては、工事価格

が一千万円未満の場合は一万円単位、それ以外の場合は、有効桁が上位４桁となるよう調

整する前の額となります。 
 
(１) 算定式により得られた額が、 

① 一千万円未満の場合は、一万円止め（一万円未満は切捨て）とします。 

② 一千万円以上の場合は、十万円止め（十万円未満は切捨て）とします。 

(２) 最低制限価格の設定は、予定価格の 10分の 7.5から 10分の 9.2までの範囲です。 
 
 

５ 資本関係又は人的関係のある者の同一入札への参加制限 
 

資本関係又は人的関係のある複数の業者が同一の入札に参加することは、公平、公正な入

札が阻害される恐れがあるため、参加を制限します。 
 
 

６ 設計等委託業務のうち一般競争入札の対象となるもの 
 

測量・建設コンサルタント等業務については、予定価格 200万円以上の案件に一般競争入

札を適用します。 

最低制限価格  ＝ 
直接 
工事費 

×0.97＋ 
共通 
仮設費 

×0.9＋ 
現場 
管理費 

×0.9＋ 
一般管理

費等 ×0.68 


